
 金 岡  純 二

（単位：百万円）

金　　　　　　額 金　　　　　　額

13,811 897,158
現 金 8,313 当 座 預 金 42,052
預 け 金 5,497 普 通 預 金 227,638

17,000 貯 蓄 預 金 31,837
814 通 知 預 金 6,251
268 定 期 預 金 571,225

商 品 国 債 234 定 期 積 金 8,007
商 品 地 方 債 33 そ の 他 の 預 金 10,146

1,500 4,500
260,823 31,208

国 債 86,532 15,000
地 方 債 25,483 借 入 金 15,000
社 債 41,390 0
株 式 30,291 未 払 外 国 為 替 0
そ の 他 の 証 券 77,124 7,178

698,180 未 決 済 為 替 借 126
割 引 手 形 21,877 未 払 法 人 税 等 628
手 形 貸 付 59,462 未 払 費 用 3,426
証 書 貸 付 534,826 前 受 収 益 553
当 座 貸 越 82,014 従 業 員 預 り 金 231

2,125 給 付 補 て ん 備 金 12
外 国 他 店 預 け 325 金 融 派 生 商 品 236
買 入 外 国 為 替 21 リ ー ス 債 務 120
取 立 外 国 為 替 1,779 そ の 他 の 負 債 1,841

5,901 24
未 決 済 為 替 貸 60 3,349
前 払 費 用 34 480
未 収 収 益 1,951 93
金 融 派 生 商 品 238 48
そ の 他 の 資 産 3,617 1,412

9,112 5,253
建 物 1,502 965,707
土 地 6,422
リ ー ス 資 産 35
その他の有形固定資産 1,152 8,000

103 5,430
リ ー ス 資 産 58 資 本 準 備 金 5,430
その他の無形固定資産 44 45,272

12,583 利 益 準 備 金 2,262
5,253 その他利益剰余金 43,010

△ 9,582 別 途 積 立 金 38,860
繰越利益剰余金 4,150

△ 235
58,468

△ 7,947
1,669

△ 6,278
純 資 産 の 部 合 計 52,190

1,017,897 1,017,897

 

外 国 為 替

支 払 承 諾

再評価に係る繰延税金負債

睡眠預金払戻損失引当金

退 職 給 付 引 当 金
役員退職慰労引当金

役 員 賞 与 引 当 金

そ の 他 負 債

偶 発 損 失 引 当 金

繰 延 税 金 資 産
支 払 承 諾 見 返

資 本 金

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

（ 純 資 産 の 部 ）

貸 出 金

外 国 為 替

そ の 他 資 産

資 本 剰 余 金

負 債 の 部 合 計

自 己 株 式

利 益 剰 余 金

その他有価証券評価差額金
株 主 資 本 合 計

貸 倒 引 当 金

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計

土 地 再 評 価 差 額 金
評価・換算差額等合計

科　　　　　　目科　　　　　　目
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

コ ー ル マ ネ ー
借 用 金

現 金 預 け 金

譲 渡 性 預 金

商 品 有 価 証 券

コ ー ル ロ ー ン
買 入 金 銭 債 権

預 金

金 銭 の 信 託
有 価 証 券

       株式会社 富山第一銀行
         取締役頭取

　　　　　　 　貸借対照表（平成２１年３月３１日現在）

第９８期 決 算 公 告
平成21年6月29日

          富山市総曲輪二丁目2番8号



　第９８期
平成２０年４月  １日
平成２１年３月３１日

から
まで

損益計算書

（単位：百万円）

科　　　　　目 金　　　　　　　　　　　額

26,013
18,750

貸 出 金 利 息 13,051
有価証券利息配当金 5,624
コ ー ルロ ーン 利息 27
預 け 金 利 息 6
そ の 他の 受入 利息 40

1,984
受 入 為 替 手 数 料 767
そ の 他の 役務 収益 1,217

2,771
外 国 為 替 売 買 益 188
商品有価証券売買益 1
国 債 等債 券売 却益 2,461
そ の 他の 業務 収益 119

2,508
株 式 等 売 却 益 2,276
金 銭 の信 託運 用益 20
そ の 他の 経常 収益 210

25,042
3,677

預 金 利 息 3,307
譲 渡 性 預 金 利 息 6
コ ー ルマ ネー 利息 40
借 用 金 利 息 309
そ の 他の 支払 利息 12

969
支 払 為 替 手 数 料 211
そ の 他の 役務 費用 757

5,161
国 債 等債 券売 却損 2
国 債 等債 券償 還損 1,085
国 債 等 債 券 償 却 3,984
そ の 他の 業務 費用 88

11,501
3,733

貸 倒 引当 金繰 入額 1,991
貸 出 金 償 却 0
株 式 等 売 却 損 377
株 式 等 償 却 1,214
そ の 他の 経常 費用 149

971
491

固 定 資 産 処 分 益 229
償 却 債 権 取 立 益 261

62
固 定 資 産 処 分 損 36
減 損 損 失 15
そ の 他の 特別 損失 10

1,400
1,740

△ 1,939
△ 198
1,598

経 常 収 益
資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

経 常 利 益
特 別 利 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

営 業 経 費
そ の 他 経 常 費 用

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

法 人 税 等 合 計
当 期 純 利 益

特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益
法人税、住民税及び事業税
法 人 税 等 調 整 額



 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っ

ております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法

（定額法）、子会社・子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有

価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく時価法（売却

原価は移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価

法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額につい

ては、全部純資産直入法により処理しております。 

(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)と同じ

方法により行っております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物

附属設備を除く。）については定額法）を採用しております。また、主な耐用年数

は次のとおりであります。 

建 物  ２１年～２４年 

その他   ４年～２０年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定

資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。

なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残

価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

５．外貨建て資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

６．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しており

ます。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻

先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻

先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額



 

 

後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破

綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に

係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能

見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認め

る額を計上しております。 

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口

債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合

理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件

緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金と

する方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き当てております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒

実績率等に基づき計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施

し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果

に基づいて上記の引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額か

ら担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不

能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は７，７５３百万円であり

ます。 

(2) 役員賞与引当金 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支

給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、数理

計算上の差異の費用処理方法は、発生の翌事業年度に一括費用処理しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しております。 

(5) 睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請

求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額

を引き当てております。 

(6) 偶発損失引当金 

偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来発生す

る可能性のある負担金支払見込額を偶発損失引当金として計上しております。 

７．ヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 



 

 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、ヘッジ手段

として各取引毎に個別対応のデリバティブ取引を行う「個別ヘッジ」を実施して、

繰延ヘッジによっております。当行のリスク管理方法に則り、ヘッジ指定を行いヘ

ッジ手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段によってヘッジ対象の

金利リスクが減殺されているかどうかを検証することでヘッジの有効性を評価して

おります。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、

「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号）に規定する繰延ヘッジによ

っております。 

ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを

減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、

ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当

額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

８．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)の会計処理は、税抜方式によって

おります。ただし有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上

しております。 

 

    会計方針の変更 

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準第13号平成19年3月30日）及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号同前）が平成20年4月１日以後開始する事業年度

から適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び適用指針

を適用しております。 

これにより、従来の方法に比べ、「有形固定資産」中のリース資産３５百万円、

「無形固定資産」中のリース資産５８百万円及び「その他負債」中のリース債務が

１２０百万円計上されております。また、経常利益及び税引前当期純利益に与える

影響は、軽微であります。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式総額 １３百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は１，９７２百万円、延滞債権額は１４，４３３百万

円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることそ



 

 

の他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息

を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出

金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３

号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金で

あります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経

営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金で

あります。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は５２百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ

月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は５，０９６百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、

金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利とな

る取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しな

いものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計

額は２１，５５４百万円であります。 

なお、上記２から５に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替

は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、そ

の額面金額は２１，８９９百万円であります。 

７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 ３１，９５１百万円 

担保資産に対応する債務 

  預金                      ８０１百万円 

コ－ルマネ－ ３０，０００百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券１４，４２０百万円を差し

入れております。 

また、その他資産のうち保証金は８百万円及び敷金は４７６百万円であります。 

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行

の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限

度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実

行残高は、７０，９９７百万円であります。このうち契約残存期間が１年以内のもの

が６９，６４９百万円であります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未

実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるもので



 

 

はありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相

当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減

額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に

応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている

行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の

措置等を講じております。 

９．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業

用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を

「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土

地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  平成１１年３月３１日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第

119号）第２条第４号に定める算定方法に基づき、地価税法に規定

する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格（路線価）を

基準として時価を算出しております。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合 

計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額３，２７７百万円 

10．有形固定資産の減価償却累計額 ８，４５２百万円 

11．有形固定資産の圧縮記帳額 １６７百万円 

12．借入金は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約

付借入金１５，０００百万円であります。 

13．｢有価証券｣の中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によ

る社債に対する当行の保証債務の額は９，６１５百万円であります。 

14．１株当たりの純資産額 ８６２円９２銭 

15．関係会社に対する金銭債権総額 １４,７５９百万円 

16．関係会社に対する金銭債務総額 ５０６百万円 

17．銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 

剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)

の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の１を乗じ

て得た額を資本準備金又は利益剰余金として計上しております。 

当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は、９０百万円で

あります。 

  18．銀行法施行規則第19条の２第1項第3号ロ(10)に規定する単体自己資本比率(国内基

準)は14.04％です。 

 

 

（損益計算書関係） 

１．関係会社との取引による収益 



 

 

資金運用取引に係る収益総額 ２４０百万円 

役務取引等に係る収益総額 １１百万円 

その他業務・その他経常取引に係る収益総額 ０百万円 

関係会社との取引による費用 

資金調達取引に係る費用総額 ０百万円 

役務取引等に係る費用総額 ３４百万円 

その他業務・その他経常取引に係る費用総額 ６６０百万円 

２．１株当たり当期純利益金額 ２６円４２銭 

３．当期において以下の資産について減損損失を計上しております。 

地域 主な用途 種類 減損損失(百万円) 

営業用店舗 １ヵ店 土地 １５ 
富山県内 

遊休資産 － －  － 

営業用店舗 － － － 
富山県外 

遊休資産 － － － 

合計    １５ 

当行は、営業用店舗については最小区分である営業店単位（ただし、同一建物内

で複合店舗が営業している場合は、一体とみなす。）で、又、遊休資産については、

おのおの個別に１単位としてグルーピングを行っております。本部、研修所、寮社

宅（個別店に限定出来るものは個別店に含める。）、厚生施設等については共用資

産としております。 

平成１１年３月３１日に土地の再評価に関する法律に基づき、事業用土地の再評

価を行っておりますが、上記の営業用店舗については再評価後の地価の下落や、割

引前キャッシュ・フローの総額が再評価後の帳簿価額に満たないことから、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（１５百万円）を減損損失として特別損

失に計上しております。 

当事業年度における減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価額で

あります。正味売却価額は原則として不動産鑑定評価額に基づき、重要性が乏しい

不動産については適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づいて算定

しております。 

 



 

 

 

（有価証券関係） 

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商

品有価証券」が含まれております。 

１．売買目的有価証券 （平成２１年３月３１日現在） 

 貸借対照表計上額 

(百万円)

当事業年度の損益に含まれた評

価差額                   (百万円) 

売買目的有価証券 ２６８ ２ 

 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの （平成２１年３月３１日現在） 

 貸借対照表計上額

(百万円) 
時 価 
(百万円) 

差 額 

(百万円) 

う ち 益 
(百万円) 

う ち 損 
(百万円) 

国債 ２４，２８２ ２５，２１５ ９３３ ９３３ －

地方債 １２，５４１ １２，７３１ １９０ １９０ －

社債 １０，４６１ １０，５４０ ７９ １１０ ３０

その他 ５，８９９ ５，９２９ ２９ １１９ ８９

合計 ５３，１８５ ５４，４１８ １，２３３ １，３５３ １２０

（注）１．時価は当事業年度末における市場価格等に基づいております。 

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

 

３．その他有価証券で時価のあるもの （平成２１年３月３１日現在） 

 取得原価 

(百万円) 

貸借対照表計上額

(百万円) 
評価差額 

(百万円) 

うち益 

(百万円) 

うち損 

(百万円) 

株式 ２９，９４８ ２８，６５８ △１，２８９ ３，９５２ ５，２４１

債券 ９６，６５９ ９６，００６ △６５２ ２０７ ８６０

国債 ６２，４７３ ６２，２４９ △２２３ ２２ ２４６

地方債 １３，０８８ １２，９４２ △１４６ ４２ １８９

社債   ２１，０９７ ２０，８１４ △２８２ １４２ ４２４

その他 ８２，６３４ ７１，２２５ △１１，４０９ ２２ １１，４３２

合計 ２０９，２４２ １９５，８９０ △１３，３５１ ４，１８２ １７，５３４

（注）１．貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価により

計上したものであります。 

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 

３．その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に



 

 

比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認めら

れないものについては、当該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価

差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しておりま

す。 

   当事業年度における減損処理額は、５，１８２百万円であります。 

   また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、期末日における時

価の簿価に対する下落率が３０％以上の銘柄について減損処理の対象とし、下落

率が５０％以上は、一律減損処理しております。また、下落率が３０％以上５

０％未満の銘柄については、格付等を考慮した当行所定の基準に基づき減損処理

しております。 

 

４．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成２０年４月１日 至 平成２１年３月３１

日） 

 売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

（百万円） 

その他有価証券 １４１，２６４ ４，７３８ ３８０

 

５．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

（平成２１年３月３１日現在） 

内 容 貸借対照表計上額(百万円) 

満期保有目的の債券 

非上場社債 
１０，１１５

子会社・子法人等株式 

子会社・子法人等株式 
１３

その他有価証券 

非上場株式 
１，６１９

 

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額 

 （平成２１年３月３１日現在） 

 

  

１年以内 

(百万円) 

1 年超 5 年以内 

(百万円) 

5 年超 10 年以内 

(百万円) 

10 年超 

(百万円) 

債券 １２，６９６ ４５，５１２ ９１，６３９ ３，０７６

国債 １，００１ １３，０７３ ６９，３８１ ３，０７６

地方債 ３，９２５ ６，３１３ １５，２４３ －

社債 ７，７６９ ２６，１２５ ７，０１３ －

その他 ６，７０８ ２３，５３２ １６，７８８ ２，４９５

合計 １９，４０５ ６９，０４４ １０８，４２７ ５，５７１



 

 

 

（金銭の信託関係） 

その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外） 

（平成２１年３月３１日現在） 

 取 得 原 価 

(百万円) 

貸借対照表計上額 

(百万円) 

評価差額

(百万円)

うち益 

(百万円) 

うち損 

(百万円) 

その他の金銭の

信託 
１，５００ １，５００ － － －

（注）１．貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価により

計上したものであります。 

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 

 

（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおり

であります。 

繰延税金資産 

貸倒引当金 ６，１８２百万円 

退職給付引当金 １，３５３ 

減価償却費 ６０４ 

有価証券償却 １，４１５ 

その他有価証券評価差額金 ５，４０３ 

その他 ００     ０   ７７０ 

繰延税金資産小計  １５，７３０ 

評価性引当額 △３，１４７ 

繰延税金資産合計 １２，５８３ 

繰延税金負債合計 － 

繰延税金資産の純額 ０ １２，５８３百万円 

 

（関連当事者との取引関係） 

関連会社等  

種類  
会 社 等 の

名称  
住所  

資 本 金
(百万円 )  

議決権等の所

有割合  

関連当事者との

関係  
取引の内容  

取引金額  

(百万円 )  
科目

期末残高

(百万円 )

当行の住宅ロ

ーン債権等に

対する被保証  

 

 

 

11,924 

 

 
－ －

保証料の支払  29 － －

子 会

社  

富 山 フ ァ

ー ス ト ・

デ ィ ー シ

ー (株 )   

富山市 20 

所有  

直接 5％  

（間接 81%）  

各種ローンの債

務保証  

 

役員の兼任  
代位弁済の受

入  
24 －   －

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。  

２．取引条件及び取引条件の決定方針等  

         富山ファースト・ディーシー (株 )の審査基準及び保証料率に基づいており

ます。  



（単位：百万円）

金　　　額

（　資　産　の　部　）

13,865 896,721

17,000 4,500

814 31,208

268 18,354

1,500 0

269,457 8,512

684,335 24

2,125 3,362

9,483 480

10,028 93

9,265 48

1,576 1,412

6,489 5,253

1,199

123 969,971

123

12,829 8,000

5,253 5,433

△ 10,090 45,789

△ 235

58,987

△ 7,923

1,669

△ 6,253

3,555

56,289

1,026,261 1,026,261

リース債権及びリース投資資産 役 員 退 職 慰 労 引 当 金

負債及び純資産の部合計

          連結貸借対照表(平成21年3月31日現在）

土 地 再 評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計

少 数 株 主 持 分

純 資 産 の 部 合 計

自 己 株 式

資 産 の 部 合 計

支 払 承 諾

負 債 の 部 合 計

貸 倒 引 当 金

その他の無形固定資産

支 払 承 諾 見 返

（ 純 資 産 の 部 ）

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

その他有価証券評価差額金

退 職 給 付 引 当 金

睡眠預金払戻損失引当金

偶 発 損 失 引 当 金

再評価に係る繰延税金負債

株 主 資 本 合 計

コールマネー及び売渡手形

借 用 金

外 国 為 替

そ の 他 負 債

役 員 賞 与 引 当 金貸 出 金

外 国 為 替

繰 延 税 金 資 産

無 形 固 定 資 産

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

土 地

その他の有形固定資産

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

金　　　額

現 金 預 け 金

コールローン及び買入手形

科　　　　　目科　　　　　目

（　負　債　の　部　）

預 金

譲 渡 性 預 金

株式会社 富山第一銀行

取締役頭取   金 岡 純 二

第98期    決算公告

平成21年6月29日 富山市総曲輪二丁目2番８号



31,361

18,866

貸 出 金 利 息 12,900

有 価 証 券 利 息 配 当 金 5,891

コールローン利息及び買入手形利息 27

預 け 金 利 息 6

そ の 他 の 受 入 利 息 40

2,006

7,657

2,830

29,917

3,718

預 金 利 息 3,307

譲 渡 性 預 金 利 息 6

コールマネー利息及び売渡手形利息 40

借 用 金 利 息 358

そ の 他 の 支 払 利 息 5

948

9,538

11,770

3,942

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 2,172

そ の 他 の 経 常 費 用 1,769

1,443

493

229

263

52

36

15

1,884

1,908

△ 1,996

△ 88

52

1,921

法 人 税 等 合 計

経 常 収 益

金         額

         連結損益計算書      

（単位:百万円）

科           目

平成20年4月  1日から

平成21年3月 31日まで

資 金 運 用 収 益

経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

固 定 資 産 処 分 益

償 却 債 権 取 立 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

少 数 株 主 利 益

当 期 純 利 益

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

固 定 資 産 処 分 損

そ の 他 経 常 収 益

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

減 損 損 失



                                                

連結財務諸表の作成方針 

 

１．連結の範囲に関する事項 

（１）連結される子会社及び子法人等         ５社 

会社名 

富山ファースト・ビジネス（株） 

富山ファースト・リース（株） 

富山ファースト・ディーシー（株） 

富山ファースト機販（株） 

（株）富山ファイナンス 

（２）非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません 

２．持分法の適用に関する事項 

該当ありません。 

３．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 

１２月末日     １社 

３月末日     ４社 

連結される子会社及び子法人等については、それぞれの決算日の財務諸表によ

り連結しております。連結決算日と上記の決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、必要な調整を行っております。 

４．連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価については、全面時価評

価法を採用しております。 

５．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

負ののれんの償却については、発生会計年度において一括償却しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

会計処理基準に関する事項 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行

っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

（１）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価

法（定額法）、その他有価証券のうち時価のあるものについては連結決算日の市

場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価のないもの

については移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理し

ております。 

（２）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記（１）と

同じ方法により行っております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建

物（建物附属設備を除く。）については定額法）を採用しております。また、主

な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ２１年～２４年 

その他     ４年～２０年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年

数に基づき、主として定率法により償却しております。 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。 

（３）リース資産 

    該当ありません。                                    

５．貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上

しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻

先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破

綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接

減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を

控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」

という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証



  

による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に

判断し必要と認める額を計上しております。 

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大

口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フロー

を合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸

出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒

引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き当てております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸

倒実績率等に基づき計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実

施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定

結果に基づいて上記の引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額

から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取

立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は７，７５３百万円

であります。 

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸

倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てております。 

６．役員賞与引当金の計上基準 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の

支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 

７．退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。ま

た、数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

数理計算上の差異         発生年度の翌連結会計年度に一括費用処理 

８．役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づ

く年度末要支給額を計上しております。 

９．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻

請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見

込額を引当てております。 

10．偶発損失引当金の計上基準 

偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払に備えるため、将来発生す

る可能性のある負担金支払見込額を偶発損失引当金として計上しております。 

11．外貨建資産・負債の換算基準 

当行の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付してお



  

ります。 

12．収益及び費用の計上基準 

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準 

リース料受取時に経常収益と経常費用を計上する方法によっております。 

13．重要なヘッジ会計の方法 

（１）金利リスク・ヘッジ 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、ヘ

ッジ手段として各取引毎に個別対応のデリバティブ取引を行う「個別ヘッジ」を

実施して、繰延ヘッジによっております。当行のリスク管理方法に則り、ヘッジ

指定を行いヘッジ手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段によっ

てヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかどうかを検証することでヘッジの

有効性を評価しております。 

（２）為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の

方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の

取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２５号）に規定する繰延

ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権

債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワッ

プ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘ

ッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの

有効性を評価しております。 

14．消費税等の会計処理 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税

等は当連結会計年度の費用に計上しております。 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

（リース取引に関する会計基準） 

      所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準第13号平成19年3月30日）及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号同前）が平成20年4月1日以後開始される連結会

計年度から適用されることになったことに伴い、当連結会計年度から同会計基準及

び適用指針を適用し、通常の売買取引にかかる会計処理によっております。 

また、ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース料受取

時に経常収益と経常費用を計上する方法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、期首に前連結会計年度末における固定資産の減価償却累計額控除後



  

の額で契約したものとして、リース投資資産に計上する方法によっております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース債権及びリース投資資産が 

９，４８３百万円計上されております。また、経常利益及び税金等調整前当期純利益

に与える影響は軽微であります。 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

１．貸出金のうち、破綻先債権額は１，９８７百万円、延滞債権額は１４，５３７百

万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していること

その他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収

利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計

上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第

１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じてい

る貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の

経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出

金であります。 

２．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は５７百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から

３カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであり

ます。 

３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は５，１７５百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とし

て、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有

利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に

該当しないものであります。 

４．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合

計額は２１，７５７百万円であります。 

なお、上記１.から４.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

５．手形割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理してお

ります。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外

国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま

すが、その額面金額は２１，８９９百万円であります。 

６．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券                      ３２，７４６百万円 

担保資産に対応する債務 

預金                             ８０１百万円 



  

コールマネー及び売渡手形             ３０，０００百万円 

借用金                                                     ７００百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券１４，４２０百万円を差

し入れております。 

また、その他資産のうち保証金は１１百万円及び敷金は４８９百万円であります。 

７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実

行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定

の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融

資未実行残高は７２，６９９百万円であります。このうち契約残存期間が１年以内

のものが６９，６９７百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資

未実行残高そのものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来の

キャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、

金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結

される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減

額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要

に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めて

いる行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、

与信保全上の措置等を講じております。 

８．土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、当行

の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相

当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金

額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  平成１１年３月３１日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

                        土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119

号）第２条第４号に定める算定方法に基づき、地価税法に規定する地

価税の課税価格の計算基礎となる土地の価格（路線価）を基準として

時価を算出しております。 

同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における 

時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

３，２７７百万円 

９．有形固定資産の減価償却累計額                         ８，６３４百万円 

10．有形固定資産の圧縮記帳額                          １６７百万円 

11．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣

後特約付借入金１５，０００百万円が含まれております。 

12．｢有価証券｣中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）

による社債に対する保証債務の額は９，６１５百万円であります。 

13.  1株当たりの純資産額                              ８７１ 円９２銭 



  

14. 当連結会計年度末の退職給付債務等は以下のとおりであります。 

退職給付債務                           △４，１６９百万円 

年金資産（時価）                             ８６７       

未積立退職給付債務                      △３，３０１ 

会計基準変更時差異の未処理額                     － 

未認識数理計算上の差異                       △６１ 

未認識過去勤務債務（債務の減額）                 － 

連結貸借対照表計上額の純額              △３，３６２ 

前払年金費用                             － 

退職給付引当金                  △３，３６２ 

15．銀行法施行規則第17条の５第１項第3号ロに規定する連結自己資本比率（国内基

準）は１４．５４％であります。 

 

（連結損益計算書関係） 

１．「その他の経常費用」には、貸出金償却２４百万円、株式等償却１，２１４百

万円及び株式等売却損３８０百万円を含んでおります。 

２．１株当たり当期純利益金額                  ３１ 円７５ 銭 

３．当連結会計年度において以下の資産について減損損失を計上しております。  

 

地域 主な用途 種類 減損損失(百万円) 

営業用店舗 １ｶ店 土地  １５ 
富山県内 

遊休資産  － － － 

営業用店舗 － － － 
富山県外 

遊休資産 － － － 

合計    １５ 

 

当行は、営業用店舗については最小区分である営業店単位（ただし、同一建物内

で複合店舗が営業している場合は、一体とみなす。）で、又、遊休資産については、

おのおの個別に１単位としてグルーピングを行っております。本部、研修所、寮社

宅（個別店に限定出来るものは個別店に含める）、厚生施設等については共用資産

としております。 

平成１１年３月３１日に土地の再評価に関する法律に基づき、事業用土地の再評

価を行っておりますが、上記の営業用店舗については再評価後の地価の下落や、割

引前キャッシュ・フローの総額が再評価後の帳簿価額に満たないことから、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（１５百万円）を減損損失として特別損

失に計上しております。 

当連結会計年度における減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価

額であります。正味売却価額は原則として不動産鑑定評価額に基づき、重要性が乏

しい不動産については、適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づい



  

て算定しております。 

 

（有価証券関係） 

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。 

１．売買目的有価証券（平成21年3月31日現在） 

 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 

当連結会計年度の損益に含ま

れた評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 268 2

 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成21年3月31日現在） 

 連結貸借対照

表計上額 

（百万円） 

時 価     

（百万円）

差 額    

（百万円）

うち益     

（百万円） 

うち損       

(百万円) 

国  債 24,282 25,215 933 933 －

地方債 12,541 12,731 190 190 －

社  債 14,831 14,888 57 136 78

その他 7,691 7,542 △148 119 267

合計 59,346 60,379 1,032 1,379 346

（注）１．時価は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づいております。 

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

３．その他有価証券で時価のあるもの（平成21年3月31日現在） 

 
取 得 原 価

（百万円） 

連 結 貸 借 対

照表計上額 

（百万円） 

評価差額 

（百万円） 

 うち益     

（百万円） 

 うち損      

(百万円) 

株  式 30,049 29,590 △459 4,811 5,271

債  券 96,894 96,233 △660 207 868

国  債 62,473 62,249 △223 22 246

地方債 13,088 12,942 △146 42 189

社  債 21,332 21,041 △290 142 432

その他 84,383 72,509 △11,873 22 11,896

合  計 211,327 198,333 △12,994 5,042 18,036

（注）１．連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末日における市場価格

等に基づく時価により計上したものであります。 

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 

３．その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が

取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復す

る見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって

連結貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の

損失として処理（以下｢減損処理｣という。）しております。 

当連結会計年度における減損処理額は５，４２３百万円でありま

す。 



  

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、期末

日における時価の簿価に対する下落率が３０％以上の銘柄について

減損処理の対象とし、下落率が５０％以上は、一律減損処理してお

ります。また、下落率が３０％以上５０％未満の銘柄については、

格付等を考慮した所定の基準に基づき減損処理しております。 

 

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

（自 平成20年4月1日  至 平成21年3月31日）                                

 売却額(百万円) 
売却益の合計額

（百万円） 

売却損の合計額   

（百万円） 

その他有価証券 141,560 4,783 396

 

５．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

（平成21年3月31日現在） 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

満期保有目的の債券 

非上場社債 10,115

その他有価証券 

非上場株式 1,663

 

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額 

（平成21年3月31日現在） 

 １年以内  

（百万円）

1年超5年以内

（百円） 

5年超10年以内

（百万円） 

10年超   

（百万円）

債券 14,391 46,420 93,633 3,076

国債 1,001 13,073 69,381 3,076

地方債 3,925 6,313 15,243 －

社債 9,464 27,033 9,007 －

その他 6,808 24,638 18,164 2,880

合計 21,199 71,058 111,797 5,956

 

(金銭の信託関係) 

その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）  

（平成21年3月31日現在） 

 取得原価

（百万円） 

連結貸借対照表 

計上額(百万円)

評価差額

(百万円)

うち益 

(百万円) 

うち損 

（百万円）

その他の金

銭の信託 
1,500 1,500 － － －

（注）１．連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末日における市場価格等に基

づく時価により計上したものであります。 

２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 




